
資料１ 

健康総合拠点施設についての考え方の再整理 

 

□現  保健センター 

・ 乳幼児健診 

・ 母子保健事業（各種教室） 

・ 子育て支援センター出張事業 

□現  子育て支援センター（こまだ保育所に設置） 

□現  子育てサポートセンター（他 4保育所に設置） 

□現  役場 

・ 集団成人健（検）診等 

・ 健康教育 

・ 母子健康包括支援センター 

・ 母子健康手帳の交付等の事務手続き 

□新  健康総合拠点施設 

▼ 保健センター 

・ 乳幼児健診 

・ 母子保健事業（各種教室） 

・ 母子包括支援機能 

・ 集団成人健（検）診 等 

▼ 子育て支援センター（こまだ保育所から移設） 

                 + 
・ 住民活動交流機能 

・ 危機管理機能 

□現  役場 

・ 母子健康手帳の交付等

の事務手続き 等 

□新  保健センター 

▼ 子育て世代包括支援センター機能 

・ 乳幼児健診 

・ 母子保健事業（各種教室） 

・ 子育て支援事業 

▼ 集団成人健（検）診機能 

▼ 健康教育機能 等 

    + 

・住民活動交流機能（小） 

・危機管理機能 

□現  役場 

・ 母子健康手帳の交付等

の事務手続き 

     + 
・住民活動交流機能 

 

□改  子育てサポートセンター

（5保育所に設置） 

□改  子育てサポートセンター 

（5保育所に設置） 

現
況 

構
想 
計
画 

※ 「ニッポン一億総活躍プラン」で法定化を閣議決定。法律上の名称

は『母子健康包括支援センター』 

母子保健事業（母子保健法）、利用者支援事業（子育て支援法）、

子育て支援事業（児童福祉法）を包括的に行う拠点。 

児童福祉法に基づく『地域子育

て支援センター（地域子育て支

援拠点事業）』に一元化。 


